
 

令和８年度高松市公共交通運行特別支援金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、人件費の高騰などによる経営環境の悪化に加え、中東情

勢の影響による原油価格の高騰が交通事業者の経営を圧迫する状況に鑑み、

当該交通事業者に対しその経営基盤の強化に向けて支援を行うことにより市

民等の移動手段を維持し、及び確保するため、予算の範囲内において、令和

８年度高松市公共交通運行特別支援金（以下「支援金」という。）を交付す

ることに関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１ ) 路線バス運行事業者  市内（高速道路を除く。）において、道路運送

法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４条の規定によ

る許可を受け、法第５条第１項第３号に規定する路線定期運行を行う一般

乗合旅客自動車運送事業（法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動

車運送事業をいう。）を営む者をいう。  

 (２ ) タクシー事業者  市内に営業所を設置し、高松交通圏を主たる営業

区域とし、タクシー事業（法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自

動車運送事業をいう。）を営む者をいう。  

(３ ) 交通事業者  路線バス運行事業者及びタクシー事業者をいう。  

(４ ) コミュニティバス等運行事業者  路線バス運行事業者のうち、高松市

生活交通路線維持費等補助金交付要綱（平成１５年４月１日施行）第４

条第３号に規定する地域生活交通路線（以下「地域生活交通路線」とい

う。）を運行する者（公共交通ネットワークバス運行事業に関する補助

基準（平成２４年９月２５日施行）第２条に規定するネットワークバス

を運行する者を除く。）をいう。  

 (５ )  個人タクシー事業者  タクシー事業者のうち、１人１車制個人タク

シーを営む者をいう。  

（支援対象者）  

第３条  支援金の交付の対象となる者（以下「支援対象者」という。）は、次



 

の各号に掲げるものとする。  

(１ ) 令和８年１月１日時点及び第５条の規定による支援金の交付の申請の

日（以下「交付申請日」という。）時点において、法第４条の規定による

許可を受けて路線定期運行として次のア又はイのいずれかに該当する系統

の運行を行っており、交付申請日以後も当該路線定期運行を継続し、かつ

新たな運転手の雇用に取り組む意思のある路線バス運行事業者  

ア  運行系統の起終点が、いずれも高松市内であるもの  

  イ  運行系統の起終点のいずれかが高松駅であり、かつ他の一方が県内で

あるもの  

(２ ) 令和８年１月１日時点及び交付申請日においてタクシー事業を営んで

おり、交付申請日以後もタクシー事業を継続して営む意思のあるタクシー

事業者であって、個人タクシー事業者以外のタクシー事業者にあっては、

新たな運転手の雇用に取り組む意思のある者  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の

交付の対象としない。  

(１ ) 過去にこの要綱による支援金の交付を受けた者  

(２ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第  

７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴

力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者  

(３ ) 前２号に掲げる者のほか、市長が支援金を交付することが適当でない

と認める者  

（支援金の額）  

第４条  支援金の額は、次の各号に掲げる支援対象者の区分に応じ、当該各号

に定める算定対象の数に、別表で定める単価を乗じて得た額とする。  

(１ ) コミュニティバス等運行事業者  次に掲げる運行事業者の区分に応じ

て定める路線（交付申請日時点で廃止又は廃止を予定している路線を除

く。）  

  ア  地域住民が設立した組織によるコミュニティバス等運行事業の補助基

準（令和４年１月２６日施行）（以下「基準」という。）第２条第１項

第２号に規定する事業主体が、コミュニティバス等の運行を委託する事



 

業者（以下「地域主体のコミュニティバス等運行事業者」という。）の

運行する路線であって、令和８年度の運行に対し基準第７条に規定する

補助金の額の内定を受けているもの  

  イ  ア以外のコミュニティバス等運行事業者が、令和８年１月１日時点に

おいて、地域生活交通路線として運行する路線  

(２ ) 前号以外の路線バス運行事業者  令和８年１月１日時点において、前

条第１項第１号の規定に該当する系統（交付申請日時点で廃止又は廃止

を予定している系統を除く。）  

(３ ) タクシー事業者  令和８年１月１日時点において、市内の営業所に配

置している事業用自動車（交付申請日時点で廃止又は廃止を予定している

事業用自動車及び交付申請日時点で路線バス運行事業者として運行に使用

又は使用する予定の事業用自動車を除く。）   

 （交付の申請）  

第５条  支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令

和８年度高松市公共交通運行特別支援金交付申請書（様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて、令和９年２月１５日までに市長に提出しなければなら

ない。  

(１ ) 支援対象者に該当する者であることが分かる書類の写し  

(２ ) 令和７年１０月から同年１２月までの間の営業実績を確認することの

できる書類の写し（タクシー事業者に限る。）。ただし、令和７年１１月

から同年１２月までの間にタクシー事業を営むこととなった者については、

当該期間の営業実績を確認することのできる書類の写し  

(３ ) 支援金申請額算定に係る対象の数を確認することのできる書類の写し  

(４ ) 令和８年１月１日時点及び交付申請日時点（地域主体のコミュニティ

バス等運行事業者にあっては交付申請日時点）において、事業を休止して

いないことを確認することのできる書類の写し（交付申請日前１ヶ月以内

に発行された国の証明書については、当該証明書をもって同日現在におい

て事業を休止していないことを確認することのできる書類とみなす。）  

(５ ) 前４号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付の決定及び額の確定）  



 

第６条  市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、支援金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、併せ

て支援金の額を確定し、令和８年度高松市公共交通運行特別支援金交付決定

及び額の確定通知書（様式第２号）により、当該申請者にその旨を通知する

ものとする。  

２  市長は、前項の審査で疑義等が生じた場合は、関係機関へ問い合わせるこ

とができる。また、指摘事項を申請者に通知し、その補正を求めることがで

きる。  

 （支援金の請求）  

第７条  前条第１項の規定による交付決定及び額の確定通知を受けた申請者

（以下「交付決定者」という。）は、支援金の交付を受けようとするときは、

令和８年度高松市公共交通運行特別支援金請求書（様式第３号）を令和９年

２月２６日までに市長に提出しなければならない。  

 （支援金の交付）  

第８条  市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書

を受理した日から起算して３０日以内に支援金を交付するものとする。  

 （決定の取消し及び支援金の返還）  

第９条  市長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段により、支援金の交付を

受けたと認められる場合は、支援金の交付の決定を取り消し、その取消し

に係る部分に関し、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて返還

を命ずるものとする。  

（検査等）  

第１０条  市長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさ

せ、又は支援金の執行状況について実地検査をさせることができる。  

２  交付決定者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けな

ければならない。  

３  交付決定者は、市長から要求があるときは、支援金に関する調査等に協力

しなければならない。  

（委任）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  



 

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和８年７月３日から施行する。  

 （この要綱の失効）  

２  この要綱は、支援金の支出の完了の日限り、その効力を失う。  

３  前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けた者については、失効前の

第９条及び第１０条の規定は、なおその効力を有する。  

 

 

別表（第４条関係）  

支援対象者  算定対象及び単価  

路線バス運行事業者  コミュニティバス等運行事業者  １路線当たり４５万円  

上記以外の路線バス運行事業者  １系統当たり４５万円  

タクシー事業者  個人タクシー事業者  １台当たり５万円  

上記以外のタクシー事業者  １台当たり１０万円  

 

 

 


